
 

第２２期第３２回 
松浦海区漁業調整委員会  

 
 
 

日時 令 和 6年 ４ 月 ２ ４ 日 （ 水 ） 13時 00分〜 
場所 唐津市水産会館 多目的ホール 

（唐津市海岸通り 7182−217） 
 

  
 

次    第 
 
１ 開  会 
 
２ 議  題 
 
（１） きす一重流し刺網漁業特認許可方針（案）ついて（諮問）      P2 〜 P5 
（２） ムラサキウニの効率的な駆除方法について（報告）         別冊 
（３） 潜水器漁業（簡易潜水器）特認許可方針（案）について（協議）   P6 〜P 7 
（４） 委員会指示の適用除外について（協議）                        P8 〜P10 
（５） 唐津市統括所（大島地区）におけるウニ類の試験養殖について（協議） P11〜P22 
（６） その他    
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きす一重流し刺網漁業特認許可方針 
 

第１ 制限措置 

（１）漁業種類 

     きす一重流し刺網漁業（特認） 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶の数 

     ２０隻以内 

（３）船舶の総トン数 

     制限措置なし 

（４）推進機関の馬力数 

     制限措置なし 

（５）操業区域 

     佐賀県玄海海域 

（６）漁業時期 

     ６月１日から１２月３１日まで 

（７）漁業を営む者の資格 

 ① 唐津市の湊浜及び神集島のいずれかの地区において漁港機能を有する

施設を拠点として漁業を営もうとする者。ただし、上記地区以外におい

て漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうとする者について

は、松浦海区漁業調整委員会に諮り、漁業調整上支障がないと認められ

る場合に限り、同委員会が指定する区域での操業を認めることとする 

② 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 

③ 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第６３号）第１０条第１項  

各号のいずれにも該当しない者 

④ 適切な資源管理を実践できる者 

⑤ 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

第２ 許可の有効期間 

   許可をした日から令和６年１２月３１日まで 

第３ 申請すべき期間 

   公示した日から令和６年５月１７日 

第４ 許可の基準 

   第１（７）に定める資格を有し、第１（１）に定める漁業を営もうとする

者。ただし、第１（２）に定める隻数を超える場合は、次に掲げる優先順位に
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より、許可又は起業の認可をする者を定める。ただし、同順位である者相互間

の優先順位は抽選による。なお、規則第９条第１項第２号に該当する場合は、

この限りでない。 

（１）前回の許可最終日の１２月３１日現在で、当該許可を有していた者 

（２）当該漁業許可を有する者から許可を承継し、許可を有していた船舶と

同じ船舶にて当該漁業を営もうとする者。（従前の当該漁業の許可を

有していた者が、この許可方針に基づく更新申請を行わないことに伴

い許可を承継する場合を含む。）ただし、承継を受ける者は、当該漁

業許可を有する者から２親等以内の親族に限る。 

（３）当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を現に有している者 

（４）上記（１）～（３）に該当しない者 

第５ 条件 

   （１）唐津市土器崎から正北に引いた直線、唐津市相賀と同市湊町の境界に 

設置した漁場標識と唐津市神集島南端を結んだ直線、唐津市神集島南

端と福岡県糸島市志摩野辺崎を結んだ直線及び最大高潮時海岸線によ

って囲まれた海域外で操業してはならない。 

   （２）７月１６日から７月３１日までは操業してはならない。 

（３）唐津市唐津城と唐津市神集島東端を結んだ直線の延長線、唐津市神集 

島南端と福岡県糸島市志摩野辺崎を結んだ直線及び唐津市呼子町小川島 

北端と福岡県糸島市志摩姫島北端を結んだ直線によって囲まれた佐賀県 

海域では、６月１日から７月３１日までの間は操業してはならない。 

    （４）共同漁業権漁場内で操業してはならない。ただし、事前に漁業権者

と協議し、同意が得られた場合はこの限りでなく、その際は同意書の写

しを操業時に携帯しなければならない。 

    （５）定置網漁業の保護区域内で操業してはならない。 

    （６）漁具、漁法の制限 

 ① 使用する漁具は浮子方の長さ 500メ－トル以内のもの１統とする。 

           （替網を船内に搭載してはならない。） 

② 夜間（日没から日の出まで）操業をしてはならない。 

③ 操業の際は、県が交付する標旗を掲げなければならない。 

④ 佐賀県漁業調整規則第55条に規定された漁具の標識に許可番号を記 

          載しなければならない。 
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⑤ 操業中は、使用船舶を漁具の周囲50メ－トルの範囲内に留めておか 

          なければならない。 

⑥ 使用船舶の機関室の両側の舷しょう板（通称カイシング）に、だい 

          だい色又は緑色の船体表示（幅20センチメ－トル、長さ 160センチメ 

          ートル）をしなければならない。 

                  （注）  だいだい色：湊 浜 

              緑    色：神集島 

 

      （標  旗）    地色：黄 色 

                   字色：白  色 

 

      ６年（2024年）許可     号） 

 

 

         き            す 

 

 

                     佐賀県 
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令和６年度潜水器漁業特認許可方針（案） 

 

第１ 制限措置 

（１）漁業種類 

   うに簡易潜水器漁業 

（２）許可又は起業の認可をすべき漁業者の数 

   共同漁業権者が認めた数 

（３）推進機関の馬力数 

   制限なし 

（４）操業区域 

   所属する漁業協同組合が保有する共同漁業権漁場内。 

ただし、佐賀玄海漁業協同組合においては、所属する支所に関する共

同漁業権漁場内に限る。 

（５）漁業時期 

   １月１日から１２月３１日まで 

（６）漁業を営む者の資格 

① 唐津市高島又は神集島において漁港機能を有する施設を拠点として

漁業を営もうとする者 

② 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 

③ 過去1年間に漁業関係法令違反による司法処分を受けていない者 

④ 潜水士の免許を取得している者 

⑤ 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第６３号。以下、「規則」

という。）第１０条第１項各号のいずれにも該当しない者 

⑥ 適切な資源管理を実践できる者 

⑦ 漁業の生産力の向上に努めようとする者 
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第２ 許可の有効期間 

   令和６年 月 日から令和７年 月 日ま 

第３ 申請すべき期間 

   令和６年 月 日から令和６年 月 日まで 

第４ 条件 

（１） ムラサキウニ、ガンガゼ以外のものを採捕してはならない。 

（２） 操業中は、共同漁業権者と取交した、協定書を携帯しておかなければ

ならない。 

（３） 潜水漁業を行うときは、潜水従事者以外に、操船資格を有する者を1名以上

乗船させなければならない 

（４） 操業中は、国際信号旗Ａ旗及び県が指定する操業標旗（船舷３.０メートル以上

の高さ）を掲げなければならない。 

（５） １日の操業で使用するボンベは、２００気圧ボンベ２本以内とする。 

（６） 操業時間は、午前７時００分から午後５時００分までとする。 

（７） 操業には佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶で、かつ許可証に記

載されている船舶を使用すること。 

（８） 操業期間終了後、漁獲成績報告書を提出すること。 
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ウニ類養殖試験計画書 

 

１． 試験の概要 

（１）実施場所 

１） 実施場所：唐津市大島西側地先（別図１） 

松区第 502 号（カキ養殖業）の一部を使用 

２）実施期間：試験養殖の承認日～令和６年３月（承認日から 1 か年間） 

３）試験内容 

a） 養殖施設（別紙２のとおり） 

 ・筏：10m×10ｍ １基 

 ・コンテナ：30 ㎝×55 ㎝×50cm  100 個 

 ・種苗 合計  3,000 個（ウニ類） 

b） 養殖施設 

 筏式、コンテナを用いた垂下養殖 

ｃ） 試験方法 

・令和 6 年 4 月に養殖施設（錨・ロープ等）の準備、試験養殖開始 

・令和 6 年 5 月から令和 7 年 3 月まで飼育管理、生残把握、養殖ウニの測定 

・令和 6 年 3 月末 施設撤去 

d） 養殖試験従事予定者氏名 

吉田善秀、坂口修一、吉田藤善、吉田典功、吉田光治、坂本春也、坂本安則、 

   山口文雄、吉田善史、稲葉耕平 

 

e） 養殖スケジュール 

 

 

 

 

 

  ｆ）収支計画 

  ⅰ)支出の部 

     

 

 

 

※その他、養殖に必要な消耗品や資材は廃材の再利用等で費用は極力掛からないよう調整する。 

 

ⅱ)収入の部 

 

 

 R６.４月       ５月   ６月   8 月   10 月   12 月  R7.３月  ３月末 

作業内容 
養殖施設準備 →    飼育管理・生残把握・測定（殻長、体重）        → 片付け 

試験養殖開始 

費目 数量 金額 備考 

種苗代 3,000 個 0 天然ウニ類を素潜り等で採捕のため。 

餌代 500ｋｇ 0 廃棄野菜等を利用のため。 

費目 数量 金額 備考 

売上 0 0 身入り、生残試験のみ。消費は自家消費とする。 
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２． 安全対策 

施設の維持管理については、佐賀県玄海漁業協同組合唐津市統括支所が適切に管理を行う。 

 

３．その他 

（緊急時の措置） 

台風の接近などになり災害が起こる可能性が懸念される場合は、養殖施設の補強、撤去などの措

置を速やかに行うこととする。 

また、万一本試験養殖に起因する事故・トラブル等が発生した場合は、当支所で責任を持って対応

することとする。 

○ 緊急時の連絡先 

佐賀玄海漁業協同組合唐津市統括支所    0955-73-2662 
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